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 由布市告示第16号 

  令和４年第１回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     令和４年２月17日 

                                由布市長 相馬 尊重 

 １ 期 日  令和４年２月24日木曜日 

 ２ 場 所  由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

首藤 善友君         志賀 輝和君 

佐藤 孝昭君         髙田 龍也君 

坂本 光広君         吉村 益則君 

田中 廣幸君         加藤 裕三君 

平松惠美男君         太田洋一郎君 

加藤 幸雄君         甲斐 裕一君 

佐藤 郁夫君         渕野けさ子君 

佐藤 人已君         田中真理子君 

鷲野 弘一君         長谷川建策君 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和４年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和４年２月24日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和４年２月24日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 市長の施政方針 

 日程第５ 陳情について 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第２号 専決処分の報告について 

 日程第８ 報告第３号 専決処分の報告について 

 日程第９ 報告第４号 専決処分の報告について 

 日程第10 報告第５号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第11 報告第６号 定期監査の結果に関する報告について 

 日程第12 報告第７号 随時監査の結果に関する報告について 

 日程第13 報告第８号 専決処分の報告について 

 日程第14 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第15 諮問第２号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第16 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて「令和３年度由布市一般会計補

正予算（第９号）」 

 日程第17 議案第１号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第18 議案第２号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第19 議案第３号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第20 議案第４号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第21 議案第５号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第22 議案第６号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第23 議案第７号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第24 議案第８号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第25 議案第９号 農業委員会の委員の任命について 
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 日程第26 議案第10号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第27 議案第11号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第28 議案第12号 旧慣による公有財産の使用権の廃止について 

 日程第30 議案第14号 由布市子どものいじめの防止に関する条例の制定について 

 日程第31 議案第15号 由布市行政組織条例の一部改正について 

 日程第32 議案第16号 由布市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第33 議案第17号 由布市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 日程第34 議案第18号 由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第35 議案第19号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第36 議案第20号 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第37 議案第21号 由布市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 日程第38 議案第22号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第39 議案第23号 由布市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第40 議案第24号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 日程第41 議案第25号 由布市都市公園条例の一部改正について 

 日程第42 議案第26号 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について 

 日程第43 議案第27号 由布市狭霧台園地の指定管理者の指定について 

 日程第44 議案第28号 令和３年度由布市一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第45 議案第29号 令和３年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第46 議案第30号 令和３年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第47 議案第31号 令和３年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第48 議案第32号 令和３年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第49 議案第33号 令和３年度由布市水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第50 議案第34号 令和４年度由布市一般会計予算 

 日程第51 議案第35号 令和４年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第52 議案第36号 令和４年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第53 議案第37号 令和４年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第54 議案第38号 令和４年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第55 議案第39号 令和４年度由布市水道事業会計予算 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 市長の施政方針 

 日程第５ 陳情について 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第２号 専決処分の報告について 

 日程第８ 報告第３号 専決処分の報告について 

 日程第９ 報告第４号 専決処分の報告について 

 日程第10 報告第５号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第11 報告第６号 定期監査の結果に関する報告について 

 日程第12 報告第７号 随時監査の結果に関する報告について 

 日程第13 報告第８号 専決処分の報告について 

 日程第14 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第15 諮問第２号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第16 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて「令和３年度由布市一般会計補

正予算（第９号）」 

 日程第17 議案第１号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第18 議案第２号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第19 議案第３号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第20 議案第４号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第21 議案第５号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第22 議案第６号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第23 議案第７号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第24 議案第８号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第25 議案第９号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第26 議案第10号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第27 議案第11号 農業委員会の委員の任命について 

 日程第28 議案第12号 旧慣による公有財産の使用権の廃止について 

 日程第30 議案第14号 由布市子どものいじめの防止に関する条例の制定について 

 日程第31 議案第15号 由布市行政組織条例の一部改正について 
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 日程第32 議案第16号 由布市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第33 議案第17号 由布市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 日程第34 議案第18号 由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第35 議案第19号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第36 議案第20号 由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第37 議案第21号 由布市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 日程第38 議案第22号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第39 議案第23号 由布市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第40 議案第24号 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 日程第41 議案第25号 由布市都市公園条例の一部改正について 

 日程第42 議案第26号 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について 

 日程第43 議案第27号 由布市狭霧台園地の指定管理者の指定について 

 日程第44 議案第28号 令和３年度由布市一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第45 議案第29号 令和３年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第46 議案第30号 令和３年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第47 議案第31号 令和３年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第48 議案第32号 令和３年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第49 議案第33号 令和３年度由布市水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第50 議案第34号 令和４年度由布市一般会計予算 

 日程第51 議案第35号 令和４年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第52 議案第36号 令和４年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第53 議案第37号 令和４年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第54 議案第38号 令和４年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第55 議案第39号 令和４年度由布市水道事業会計予算 

────────────────────────────── 

出席議員（18名） 

１番 首藤 善友君        ２番 志賀 輝和君 

３番 佐藤 孝昭君        ４番 髙田 龍也君 

５番 坂本 光広君        ６番 吉村 益則君 

７番 田中 廣幸君        ８番 加藤 裕三君 
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９番 平松惠美男君        10番 太田洋一郎君 

11番 加藤 幸雄君        12番 甲斐 裕一君 

13番 佐藤 郁夫君        14番 渕野けさ子君 

15番 佐藤 人已君        16番 田中真理子君 

17番 鷲野 弘一君        18番 長谷川建策君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 馬見塚量治君        書記 畠中  勇君 

書記 生野 洋平君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 小石 英毅君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 佐藤 正秋君 

財政課長兼契約検査室長 ………………………………………………………… 庄  忠義君 

総合政策課長兼地方創生推進室長 ……………………………………………… 日野 正美君 

監査事務局長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 佐藤 俊吾君 

建設課長 ………………… 佐藤  洋君   都市景観推進課長 ……… 一法師良市君 

農業委員会事務局長 …… 秦 正次郎君   水道課長 ………………… 大久保 暁君 

環境課長 ………………… 大嶋 陽一君   子育て支援課長 ………… 小野嘉代子君 

保険課長 ………………… 佐藤 幸洋君   高齢者支援課長 ………… 工藤 由美君 

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 後藤 和敏君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 花宮 宏城君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 後藤 睦文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 衛藤 誠治君 

学校教育課長 ……………………………………………………………………… 須藤 礼子君 

消防長 …………………… 佐藤 尚也君   代表監査委員 …………… 大塚 裕生君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 
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○議長（長谷川建策君）  皆さん、おはようございます。感染予防対策として、全ての方々へマス

クの着用をお願いしております。 

 これより令和４年第１回由布市議会定例会を開催いたします。 

 ただいまの出席議員数は１８名です。定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を

開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川建策君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、５番、坂本光広君、６番、吉

村益則君の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（長谷川建策君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２２日までの２７日間といたします。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から３月２２日ま

での２７日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（長谷川建策君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、今期定例会開催前までの分をお手元に資料として配付いたしてお

ります。お目通しをいただきたいと思います。 

 次に、市長の行政報告を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  皆様、おはようございます。令和４年第１回定例会の開会に当たりまし

て、議員各位には、公私ともに御多忙の中御出席をいただき、心から感謝を申し上げます。 

 初めに、新型コロナウイルスの感染状況につきましては、オミクロン株の流行により第６波の

感染拡大が続き、１月２７日から大分県内全域がまん延防止等重点措置の適用区域となりました

が、２月２０日をもって解除となったところでございます。 

 市民の皆様に対しましては、ビデオメッセージの発信や防災ラジオでの放送などにより、基本

的な感染対策の徹底について改めてお願いをしたことに加え、ワクチンの追加接種につきまして
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も、国の示す方針に従いながら順次進めているところでございます。ウイズコロナも３年目を迎

えることとなり、一進一退の状況は当面続いていくものと想定されますが、引き続き県や関係機

関との連携を図りながら、感染拡大の防止と同時に地域経済の活性化についても取り組んでまい

りたいと考えております。 

 さて、今回提案することにいたしております報告８件、諮問２件、承認１件、議案３８件につ

きましては、どうか慎重な御審議をお願いいたしますとともに、御賛同をいただきますようお願

いを申し上げます。 

 そして、本日お手元に行政報告をお配りしております。御一読いただきますようお願い申し上

げる次第ですけども、幾つかの項目について御報告を申し上げます。 

 まず、１２月２８日には、年末特別夜警を実施していただいております由布市消防団挾間方面

隊を訪問し、団員の皆様へ夜警活動に対するお礼を申し上げたところです。由布市消防団の皆様

には、日頃より昼夜を問わず消防・防災活動に御尽力をいただいておりますことに、この場をお

借りして心から感謝の意を表する次第でございます。 

 続きまして、行政報告には記載をしておりませんが、令和４年１月２２日、日向灘を震源とす

る地震が同日未明に発生をし、由布市においても震度５弱を観測いたしました。地震発生後、直

ちに関係各課の職員が参集し、災害対策警戒本部を設置した上で、情報収集などの対応を図った

ところでございます。 

 続きまして、２月７日には、株式会社デンケン様とネーミングライツ事業契約書調印式を執り

行いました。令和４年度から令和６年度までの３年間、はさま未来館文化ホールの愛称を「はさ

ま未来館ＤＥＮＫＥＮホール」とすることにより、命名権料として年間５０万円の収入が見込め

ることとなりました。 

 ここ数年、民間企業や団体との各種協定を積極的に締結いたしておりますが、今回も３件の協

定を締結いたしましたので御報告いたします。 

 まず、１月１７日には、地方創生並びに地域防災力の向上を目的とした株式会社一条工務店、

一般社団法人日本モバイル建築協会との包括連携を締結いたしました。 

 また、１月２４日には、地域経済活性化などを目的とした日本郵便株式会社との包括連携協定

を締結し、さらに２月１５日には、イオン九州株式会社との災害時における生活必需物資供給確

保等について協定を締結いたしたところです。 

 今後は、各協定内容に基づき、締結させていただいた企業・団体の皆さんと連携を図りながら

市民サービス全般の向上に向け、取り組んでまいる所存でございます。 

 最後に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載のとおりとなっ

ております。 
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 以上、報告いたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、地方自治法第１２５条の規定により、令和３年第４回定例会にて

趣旨採択されました陳情の処理経過と結果について、執行部より報告を求めます。副市長。 

○副市長（小石 英毅君）  令和３年第４回定例会におきまして、御審議をいただきました陳情に

つきまして、その処理経過、結果報告を行います。 

 陳情受理番号２、件名、湯布院地域のユーバスを、ノルクで導入済みの事業者協力型自家用有

償運送に変更し、実際にかかる費用で委託する実験運航に１日も早く着手してください。につい

てでございますが、自家用有償旅客運送については、地域における輸送サービス──バスやタク

シー等でございますが──の提供が困難な場合に活用できる輸送手段であり、既存の交通事業者

の活用を十分に検討する必要があることから、直ちに事業実施は難しいと思慮しております。 

 しかし、本案件が趣旨採択されたことについては、今後開催される市民交通対策検討委員会並

びに地域公共交通会議へ報告するとともに、自家用有償旅客運送を含めた新たな交通モード等、

地域の実情に合った運行形態を協議・検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（長谷川建策君）  陳情の処理経過と結果報告が終わりました。 

 次に、広域連合議会の報告をお願いいたします。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、太

田洋一郎君。 

○大分県後期高齢者医療広域連合議会議員（太田洋一郎君）  皆様、おはようございます。大分県

後期高齢者医療広域連合議会についての報告をさせていただきます。 

 令和４年第１回大分県後期高齢者医療広域連合議会についての報告でございます。 

 会議名、令和４年第１回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会。日時、令和４年２月

１４日月曜午後１時３０分より。会期、１日間。場所、大分市、大分県医師会館６階会議室。出

席状況、出席２５名、１名欠席でございました。 

 議事日程、議案第１号、令和４年度大分県後期高齢者医療広域連合一般会計予算。予算の総額

を８億９,４６０万円にするもの。その主な内容は、歳入は分担金及び負担金に構成市町村から

の事務費負担金を７億６,１１３万円、繰入金に財政調整基金繰入金を１億３,３２６万

８,０００円計上するもの。歳出では、総務費に２億４,２６７万９,０００円、民生費に特別会

計事務費繰出金として６億４,５８８万１,０００円計上するもの。賛成多数で決定いたしました。 

 議案第２号、令和４年度大分県後期高齢者医療広域連合特別会計予算。予算の総額を２,０１３億

５,３００万円にするもの。その主な内容は、歳入では市町村支出金を３２８億６,２９６万

７,０００円、国庫支出金を６９０億７,０２８万９,０００円、県支出金を１７０億１,１３８万

２,０００円、支払基金交付金を７８５億３４９万９,０００円計上するもの。歳出では、保険給
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付費の療養諸費に１,８９０億７,２１５万６,０００円、高額療養諸費に９２億５,５４０万

１,０００円、その他医療給付費に２億３,６８６万１,０００円計上するもの。賛成多数で決定

いたしました。 

 議案第３号、大分県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。

高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条第２項及び第３項の規定に基づき、令和４年度及び

令和５年度の保険料率を定めること及び後期高齢者医療保険料賦課限度額の見直しを定めた政令

が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するもの。その主な内容は、令和４年度及び令和

５年度の保険料の所得割率を１００分の９.０６から１００分の１０.３２に、均等割額を４万

７,０００円から５万３,６００円に、保険料の賦課限度額を６４万円から６６万円に引き上げる

もの。これも賛成多数で決定いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（長谷川建策君）  大分県後期高齢者医療広域連合議会の報告が終わりました。 

 以上で、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．市長の施政方針 

○議長（長谷川建策君）  次に、日程第４、市長の施政方針をお願いいたします。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  令和４年第１回由布市議会定例会の開会に当たり、議会の御審議をお願

いするに先立ちまして、私の市政運営に臨む上での方針を述べさせていただき、市民の皆様並び

に議員の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 令和４年度は、私にとりまして２期目の本格的スタートの年となります。これまで公平・公正

を市政の基本に据え、私が掲げました「５つの想いと市民との７つの約束」を全力で取り組んで

まいりましたが、さらなる前進を図るため、令和４年度に向けて基本的な考え方や取り組む事業

などについて述べさせていただきます。 

 さきの定例会での所信表明でも申し上げましたが、まずは令和２年７月豪雨災害からの復旧・

復興を優先して取り組んでまいります。 

 特に、災害復旧事業につきましては、令和４年度が最終年となりますので、年度内の事業完了

に向けて全力で取組を強化してまいります。 

 そして、新型コロナウイルス感染症対策にも引き続き取り組み、市民の皆様の安全・安心な暮

らしの確保と、災害・コロナ禍で深刻な影響を受けている観光産業を中心とした地域経済の回復

にも同時に取り組んでまいります。 

 特に、ウイズコロナ時代を見据え、地域経済の活性化に向け、切れ目のない必要な施策を実施

してまいります。 
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 以上、２つの大きな課題を最優先としながらも、私の掲げた「５つの想いと市民との７つの約

束」を誠意を持って取り組んでまいりたいと考えております。 

 まず、初めに「安全・安心で快適なまちづくり」についてですが、市民の皆様が平穏で幸せな

生活を送れるため、引き続き新型コロナウイルス感染症対策や市民の防災意識の高揚、自主防災

組織や防災士の育成を図りながら、自助、共助、公助、それぞれを大切にしながら取り組んでま

いります。 

 そして、近年、激甚化・頻発化する自然災害に対して、体制の強化を図るため、防災安全課を

新たに防災危機管理課として、防災危機管理に特化した組織へ再編成をいたします。 

 このことで、地域防災力の強化を図るとともに、新たな防災行政情報告知システムの構築や国

土強靭化地域計画に基づいた様々な取組を推進することで、より強靭で安全・安心なまちづくり

を目指してまいります。 

 また、道路をはじめとする都市基盤、良好な住環境、情報通信などの生活基盤を計画的に整備

するとともに、少子高齢化に対応した公共交通網の整備に取り組み、由布市に住み、働くことに

魅力を感じるまちづくりに取り組んでまいります。 

 特に、これからも住み慣れた地域で暮らし続けるために、交通弱者に寄り添いながら社会環境

の変化に即した持続可能な公共交通の在り方を念頭に、利用しやすい公共交通網の充実を進めて

まいります。 

 次に、「人を育むまちづくり」についてですが、由布市の次の時代を担う子どもたちが、変化

する未知の時代をたくましく心豊かに生きていく力を身につけていけるような取組を推進してま

いりたいと考えております。 

 子育て応援日本一を目指し、切れ目のないケアを行う子育て環境の整備などにより、子どもを

産み育てやすい環境の整備を図り、子どもを産み育てやすい社会の実現を目指してまいります。 

 そのために、保育所待機児童ゼロに努めるとともに、高校生までの医療費無償化制度を継続し

てまいります。 

 また、保育所・幼稚園への入所・入園手続の窓口の一元化を図り、市民の利便性の向上を図っ

てまいります。 

 これからも、子育て世代を支援しながら、家庭・地域・学校・企業・行政がそれぞれの役割を

果たし連携した中で妊娠・出産・子育てに関する切れ目のないサービスを提供していくことで、

子育てしやすいまちづくりに取り組んでまいります。 

 さらには、子どもたちが人間性豊かで自立した人として成長できるよう、ＩＣＴを活用した教

育環境の整備をはじめ、由布学チャンネルの配信、学校子ども支援センターの強化、語学検定の

助成、教員の増員などにより、幼・小・中・高の連携を図り、基礎学力の向上やいじめ・不登校
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に親身に対応できる仕組みづくりを行ってまいります。 

 また、生きる力を育むため、未就学時から発達段階に合わせた教育環境を整備し、地域に貢献

できる人材育成を目指してまいります。 

 次に、「医療・福祉のまちづくり」についてですけども、急速な高齢化社会の進展にあって、

医療・介護・福祉・地域支援などの連携は必須であります。住み慣れた地域で自分らしい生活を

安心して送れるよう、総合的な支援の推進を図ってまいります。 

 具体的には、少子高齢化に起因する様々な課題への対処には、様々な支援が必要となることか

ら、安心して生活を送ることができる地域の仕組みづくりとして由布市型地域包括ケアシステム

の構築を目指してまいります。 

 また、市民皆様からの相談を包括的に受け止め、支援できるよう、令和４年度より重層的支援

体制整備事業への移行準備事業を実施してまいります。 

 次に、健康マイレージ事業や高齢者のお茶の間サロン事業などを通じて、健康寿命の延伸を目

指すとともに医療費の抑制を図るなど、健康立市の取組を引き続き深化させてまいります。 

 具体的には、７５歳以上の高齢者を対象とした個別支援や通いの場への積極的な関与を一体的

に実施する、介護の地域支援事業・国保の健康事業を一体的に取り組むことで、さらなる健康寿

命の延伸を目指してまいります。 

 次に、「産業振興のまちづくり」についてですが、ウイズコロナ社会における魅力ある由布市

観光の創造や、特産品の生産・販売力の向上、農業・商業・観光業といった産業間の連携など、

由布市の地域経済活性化につながる独自性・創造性を兼ねた事業に取り組み、地域創生を前進さ

せてまいります。 

 由布市で頑張っていただいている地場企業の活躍は、由布市の発展に欠かせません。今後も異

業種交流会の開催等を通じて、人材確保や情報共有を図り、頑張る地場中小企業を応援してまい

りたいと考えております。そして、地場中小企業の存在感を高め、商店街の魅力向上によるにぎ

わいを創出し、地域の強みを生かした取組の中で競争力強化を図り、地域活力の向上を目指して

まいります。 

 また、由布市の観光力を１日でも早く回復させるため、由布市観光情報発信拠点施設ツーリス

トインフォメーションセンターを中核に据え、復興と前進に取り組んでまいります。そして、由

布市を訪れる方々に安らぎや癒やしを感じていただき、「由布市に来てよかった」「また由布市

に行きたい」と思っていただけるような施策をさらに広げ、競争力の高い魅力ある滞在型・循環

型保養温泉地を目指してまいります。 

 農業につきましては、高齢化による農業従事者の減少や耕作放棄地の増加など、取り巻く情勢

は厳しさを増しております。今後は、地域を牽引する新たな担い手の確保や集落営農法人の育成
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を進めてまいるとともに、地域資源の活用、イチゴ・梨・白ネギなどの産地づくり、畜産経営の

持続的発展に向けた生産基盤の強化などを推進し、安定した農畜産業経営の実現を目指してまい

ります。 

 特に、令和４年度、鹿児島県で開催される第１２回全国和牛能力共進会に由布市からも優秀な

「おおいた和牛」を送り出すため、畜産経営者への支援を行い、由布市のブランド化を推進して

まいります。 

 また、一般社団法人ユフイズムが取り組んでいる農業振興の活動を引き続きサポートし、農家

民泊や特産品の開発・ブランド化など、農村に新たな価値を生み出す活動を支援してまいります。 

 最後に、「未来へ持続可能な行政運営」についてですが、まちづくりの主人公は市民であると

の理念の下、市民皆様の思いを尊重し、協働によるまちづくり、地区のコミュニティ組織の支援

強化に取り組んでまいります。 

 今後も、モデル地区の大津留まちづくり協議会を基本として、高齢化・過疎化が進行する地区

のコミュニティを維持するために、小学校区単位での新たなまちづくり協議会の設立に取り組ん

でまいります。 

 また、コロナ禍社会の中にあって地方の魅力が見直され、地方回帰の機運が高まっている機会

を捉え、地域資源を生かしたサテライトオフィスの活用や、さらなる移住・定住に向けた施策の

充実を図り、新たな人の流れをつくる取組も推進してまいります。 

 さらに、行政手続のオンライン化や情報システムの最適化など、ＡＩやＲＰＡなどのデジタル

技術の積極的な導入・活用により、質の高い市民サービスの提供と行政事務の効率化に向けて自

治体ＤＸを推進してまいります。 

 また、今後も持続可能な行財政運営を行う上で、自主財源比率の向上が求められます。昨年、

由布市新たな財源検討委員会の報告並びに第４次由布市行財政改革推進計画を踏まえ、自主財源

確保に向けた具体的な実行計画である由布市財源確保実行計画を策定いたしました。 

 令和４年度より、この実行計画を実現するため、ふるさと納税の推進や計画の進捗管理などを

行う新たな部署として財源改革推進課を新設し、自主財源確保の強化に取り組んでまいります。 

 また、徴収率の向上を図るため、税と料の一元管理を行う収納対策推進室を税務課内に設置し、

さらなる徴収率向上を目指してまいります。 

 これからも、山積する諸課題について、スピード感を持って取り組むとともに、市民の皆様か

らの信頼をより一層高めるため、公正・公平を基本に透明性の高い市政運営を目指し、新たな情

報発信にも取り組み、行政と市民の皆様との距離感を縮め、互いに協力しながらまちづくりを行

う仕組みづくりを目指してまいります。 

 市長として、その職責の重さを痛感するとともに、何よりも市民生活を最優先に「地域自治を
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大切にした住みよさ日本一のまち由布市」の実現に向け、全力で市政運営に取り組んでまいる覚

悟でございます。 

 市民の皆様並びに議員の皆様におかれましては、以前にも増して御支援・御協力、そして御指

導を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、令和４年度に向けての施政方針とさせていた

だきます。 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（長谷川建策君）  市長の施政方針が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．陳情について 

○議長（長谷川建策君）  次に、日程第５、陳情についてを議題とします。 

 議会事務局長に陳情の説明の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（馬見塚量治君）  事務局長です。それでは、配付の陳情文書表により朗読をいたしま

す。朗読に際しましては、陳情者の氏名につきましては敬称を略させていただきます。 

 受理番号３、件名、陳情書、放課後児童クラブについてです。陳情者、挾間校区困っている子

育てパパ・ママの会、代表、安部尚武。 

 次に、受理番号１、件名、子どもたちへの新型コロナワクチン接種に関して配慮を求める陳情。

陳情者、子どもたちへの新型コロナワクチン接種を考える有志、代表、河野麻美。 

 以上でございます。 

○議長（長谷川建策君）  ただいまの陳情２件については、会議規則第１４１条の規定により、お

手元に配付の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第１号 

日程第７．報告第２号 

日程第８．報告第３号 

日程第９．報告第４号 

日程第１０．報告第５号 

日程第１１．報告第６号 

日程第１２．報告第７号 

日程第１３．報告第８号 

日程第１４．諮問第１号 

日程第１５．諮問第２号 

日程第１６．承認第１号 
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日程第１７．議案第１号 

日程第１８．議案第２号 

日程第１９．議案第３号 

日程第２０．議案第４号 

日程第２１．議案第５号 

日程第２２．議案第６号 

日程第２３．議案第７号 

日程第２４．議案第８号 

日程第２５．議案第９号 

日程第２６．議案第１０号 

日程第２７．議案第１１号 

日程第２８．議案第１２号 

日程第３０．議案第１４号 

日程第３１．議案第１５号 

日程第３２．議案第１６号 

日程第３３．議案第１７号 

日程第３４．議案第１８号 

日程第３５．議案第１９号 

日程第３６．議案第２０号 

日程第３７．議案第２１号 

日程第３８．議案第２２号 

日程第３９．議案第２３号 

日程第４０．議案第２４号 

日程第４１．議案第２５号 

日程第４２．議案第２６号 

日程第４３．議案第２７号 

日程第４４．議案第２８号 

日程第４５．議案第２９号 

日程第４６．議案第３０号 

日程第４７．議案第３１号 

日程第４８．議案第３２号 

日程第４９．議案第３３号 
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日程第５０．議案第３４号 

日程第５１．議案第３５号 

日程第５２．議案第３６号 

日程第５３．議案第３７号 

日程第５４．議案第３８号 

日程第５５．議案第３９号 

○議長（長谷川建策君）  次に、本定例会に提出されました日程第６、報告第１号から、日程第

１３、報告第８号までの報告８件、日程第１４、諮問第１号及び日程第１５、諮問第２号の諮問

２件、日程第１６、承認第１号の承認１件及び日程第１７、議案第１号から日程第５５、議案第

３９号までの議案３８件について、一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  それでは、上程されました議案につきまして、一括して提案理由を御説

明いたします。 

 本定例会で審議をお願いしています案件は、報告８件、諮問２件、承認１件、議案３８件でご

ざいます。 

 初めに、報告第１号から報告第４号までの専決処分の報告については、いずれも市道等の管理

瑕疵による事故の和解及び損害賠償を地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したこ

とについて、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第５号、例月出納検査の結果に関する報告について、報告第６号、定期監査の結果

に関する報告について並びに報告第７号、随時監査の結果に関する報告については、監査委員に

よる報告となりますので、代表監査委員より報告をいたします。 

 次に、報告第８号、専決処分の報告については、消防出張所敷地内において消防車両を移動さ

せ、駐車していた自家用車に接触させた事故による和解及び損害賠償を地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定により報告するものでございま

す。 

 続きまして、諮問第１号、諮問第２号の人権擁護委員の推薦については、関連がございますの

で、一括して御説明申し上げます。 

 現在、人権擁護委員をお願いしております後藤悟氏、丸野陽子氏が、令和４年６月３０日をも

って３年の任期が満了いたしますことから、諮問第１号で後藤悟氏を、諮問第２号で丸野陽子氏

を、それぞれ引き続き人権擁護委員にお願いいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より議会の意見を求めるものでございます。 

 続きまして、承認第１号、令和３年度由布市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認を



- 17 - 

求めることについては、歳入歳出予算にそれぞれ２億９,４０９万３,０００円を追加し、予算総

額を２３４億４,７３９万９,０００円としたことの承認をお願いするものでございます。 

 内容といたしましては、補正予算（第８号）で計上いたしました１８歳までの子どもがいる世

帯へ支給する子育て臨時特別支援給付金につきまして、現金給付の額を児童１人につき５万円か

ら１０万円に変更することに伴うもので、緊急を要しましたことから地方自治法第１７９条第

１項の規定により、令和３年１２月１５日付で専決処分を行ったものでございます。 

 続きまして、議案第１号から議案第１１号までの農業委員会の委員の任命については、農業委

員会の委員の任期が令和４年３月３１日をもって任期満了となることから、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、議案第１２号、旧慣による公有財産の使用権の廃止については、令和２年７月豪雨によ

り被災した花合野川の砂防災害復旧工事に伴い、湯布院町下湯平の市有地を河川管理者でありま

す大分県へ河川用地として売却するため、入会権の一部廃止に関し、地方自治法第２３８条の

６第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第１４号、由布市子どものいじめの防止に関する条例の制定については、いじめ防

止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法の規定に基づく附

属機関を設置することによるものでございます。 

 次に、議案第１５号、由布市行政組織条例の一部改正については、近年、激甚化・頻発化する

自然災害に対して体制の強化を図るため、防災安全課を新たに防災危機管理課として、防災危機

管理に特化した組織再編を行うこと並びに持続可能な行財政運営を行う上で、自主財源確保に向

けた新たな課として財源改革推進課の設置を行うことによるものでございます。 

 次に、議案第１６号、由布市個人情報保護条例の一部改正については、デジタル社会の形成を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行によって、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律が廃止されることに伴い、法を引用している部分について改正を行うものでございま

す。 

 次に、議案第１７号、由布市固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、由布市固定

資産評価審査委員会の内部手続において、押印の義務づけを廃止するため、条例の改正を行うも

のでございます。 

 次に、議案第１８号、由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正については、市の現下

の財政状況を鑑み、市長等三役の給料を本年４月から翌年３月まで、１年間３％減額するもので

ございます。 

 次に、議案第１９号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告に準

じて期末手当の支給割合を改定することのほか、他の自治体に準じて通勤手当の支給限度額を条
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例で定め、他の運用を規則に委任することによるものでございます。 

 次に、議案第２０号、由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正については、議案第

１８号と同様の理由により、職員につきましても本年４月から翌年３月までの１年間、給料月額

について７級在職者は２％、６級以下在職者は１％の減額措置を行うものでございます。 

 次に、議案第２１号、由布市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については、近年頻

発する災害等の作業に従事することによる、災害応急手当等の特殊勤務手当を大分県並びに他の

自治体に準じて見直すことによるものでございます。 

 次に、議案第２２号、由布市使用料及び手数料条例の一部改正については、地方自治法の規定

に基づいて認可を受けた地縁による団体に係る証明書の証明手数料及び地番図の写し等の交付手

数料を定めるため、条例の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２３号、由布市国民健康保険税条例の一部改正については、全世代対応型の社会

保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２４号、由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正については、待機児童解消のための放課後児童健全育成事業所を湯布院地域及び挾

間地域に新規開設することにより、みなし支援員の適用期間を令和５年３月３１日から令和７年

３月３１日まで延長することによるものでございます。 

 次に、議案第２５号、由布市都市公園条例の一部改正については、都市計画法に定める開発行

為により設置された公園については、市町村に帰属することから都市公園として管理する必要が

生じたため、今回、都市公園条例に追加するものでございます。 

 次に、議案第２６号、由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に

ついては、消防団員の士気高揚と他の自治体との均衡を図るため、消防団員の報酬等の改正を行

うものでございます。 

 次に、議案第２７号、由布市狭霧台園地の指定管理者の指定については、指定管理期間が令和

４年３月末をもって終了することに伴い、指定管理者選定委員会の審査を経て指定管理者候補者

として由布岳南山麓景観保全機構が選定されましたので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により指定管理者として指定するために議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第２８号、令和３年度由布市一般会計補正予算（第１０号）については、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１億９,９１６万７,０００円を追加し、予算総額を２３６億４,６５６万

６,０００円にお願いするものでございます。 

 歳入では、国から配分のありました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の一部

をはじめ、事業に伴う国・県支出金や地方債などの特定財源が主なものでございます。 
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 歳出では、事業費の確定などに伴う減額のほか、主な事業として保育士・幼稚園教諭等の処遇

改善臨時特例事業費補助金や、新型コロナウイルス感染症緊急対策融資の特別利子補給に係る基

金の積立て、住基情報システムの改修委託料、障害福祉サービス費負担金、有害鳥獣捕獲事業補

助金、住民税非課税世帯への給付金の追加などを計上いたしております。 

 繰越明許費補正につきましては、湯布院複合施設整備事業など追加２３件、変更２件、債務負

担行為補正として１件の変更をお願いをしております。 

 地方債は、臨時財政対策債など、変更７件の補正となっております。 

 次に、議案第２９号、令和３年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、

歳入歳出予算にそれぞれ１億９,９４４万５,０００円を追加し、予算総額を４０億８,０３７万

３,０００円にお願いするものでございます。 

 主な内容といたしましては、歳入の国・県支出金を増額し、歳出では保険給付費及び基金積立

金を増額するものでございます。 

 次に、議案第３０号、令和３年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号）については、歳

入歳出予算にそれぞれ２,９２５万６,０００円を追加し、予算総額を４２億２,９４５万

５,０００円にお願いするものでございます。 

 主な内容といたしましては、歳入の保険料・国庫支出金・支払基金交付金を増額し、県支出

金・繰入金を減額し、歳出では、保険給付費・基金積立金を増額し、総務費・地域支援事業費を

減額するものでございます。 

 次に、議案第３１号、令和３年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

は、歳入歳出予算からそれぞれ５４万円を減額し、予算総額を４億６,７９８万５,０００円にお

願いするものでございます。 

 内容といたしましては、歳入では諸収入を、歳出では諸支出金をそれぞれ減額するものでござ

います。 

 次に、議案第３２号、令和３年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につい

ては、歳入予算に分担金及び負担金を増額し、繰入金を減額、歳入歳出予算総額を同額の

８,９７１万７,０００円とするものでございます。 

 次に、議案第３３号、令和３年度由布市水道事業会計補正予算（第４号）については、収益的

予算では収益的収入及び収益的支出を、資本的予算では資本的収入及び支出を、それぞれ減額す

るものでございます。 

 次に、議案第３４号、令和４年度由布市一般会計予算については、総額２０８億５,５８０万

９,０００円で、前年度当初と比較しまして、１,４２７万７,０００円の減額、率にして０.１％

の減となっております。 
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 予算規模といたしましては、災害復旧費を除く比較で、前年度と比べ２.６％の増となり、令

和３年度に匹敵する２００億円台となる積極予算を編成したところでございます。 

 令和４年度の予算編成に当たりましては、歳入・歳出ともに通年予算として編成をし、まちづ

くりの目標である「地域自治を大切にした住み良さ日本一のまち・由布市」の実現に向けた足取

りをさらに力強く、確実なものにするため、第２次由布市総合計画重点戦略プランや第２期由布

市総合戦略に掲げる施策の着実な推進と、引き続き、災害からの力強い復旧復興の歩みを進める

とともに、新型コロナウイルス感染症を機に、新たに顕在化した課題や社会の流れに、機動的か

つ柔軟に対応する施策を積極的に展開していくことを基本方針としたところです。 

 また、この基本方針を踏まえ、２期目の市政を担うに当たり、市民の皆さんにお示しした

“５つの想い”を形にするため、市民の安全・安心対策や産業の振興、また新たな人の流れの仕

組みづくりや自治体ＤＸの推進など、魅力ある由布市の創造に向けた施策を成長戦略特別枠とし

て位置づけ、重点配分を行ったところです。 

 主な予算の内容といたしましては、歳入においては、市税で、市民税を中心に新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響は残るものの、前年度と比較して６.１％の増、地方交付税は、地方財政対

策で示された伸び率等を勘案して、４億４,７００万円ほど増額を見込んでおります。 

 寄附金につきましては、みらいふるさと寄附金を、前年度と同額となる３億円を見込んでおり

ます。 

 歳出におきましては、最優先課題である、公共土木施設や農業用施設等の災害復旧事業に９億

８,３００万円、新型コロナウイルスワクチン接種事業に８,６００万円を計上しているのをはじ

め、年明けからの感染拡大の影響を受け、売上げが減少している市内事業者への支援一時金とし

て９,０００万円、また近年、激甚化する自然災害に対する防災情報の多重化に向けた、防災行

政情報告知システム整備事業に２億３,９００万円、快適な生活環境に向けた、し尿処理施設整

備事業に７億７,９００万円、このほか、市道向原別府線の改良など単独の道路整備事業に２億

２,４００万円、モバイル建築設置に伴う工事負担金１,５００万円、挾間小学校増築に伴う用地

測量及び基本設計に６５０万円、公共施設の改修・解体に１億３,８００万円などを計上いたし

ております。 

 また、成長戦略特別枠には、市民の安全・安心対策として、災害対策本部室整備事業として

５１０万円、自主防災組織活動交付金１６０万円、産業の振興及び地方創生の加速として、

５,０００人ゆふ泊キャンペーン事業に５,４００万円、イチゴやネギなどの園芸産地確立に向け

た、農業団地や栽培施設の整備事業などに１億１,０００万円、サテライトオフィス利活用推進

事業に４００万円、次世代・子育て世代への支援として、ＧＩＧＡスクール構想の一環となるタ

ブレット端末を活用した個別最適な学習の推進に向けたＡＩドリルの導入などに３８０万円、情
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報発信力推進や英語検定・資格検定の補助に３４０万円、小中学校のトイレ洋式化事業に

２,３００万円、健やかな“こころ”と“からだ”を育む事業として、重層的支援体制整備事業

に１,０００万円、高齢者保健・介護予防等の一体的事業に９６０万円、新たな人の流れ・デジ

タル市役所の推進として、移住・定住支援や空き家バンク利活用補助に３,２００万円、ペー

パーレス会議システムの導入や行政手続のオンライン化など、行政ＩＴ化事業に７,８００万円、

マイナンバーカードを活用した住民票のコンビニ交付事業に３,３００万円など、合わせて

３０事業に５億円を計上したところです。 

 地方財政をめぐる情勢は厳しいものがありますが、今後も、まちづくりの基本理念である連携

と協働、創造と循環を念頭に、予断を許さない新型コロナウイルス感染症への適切な対応を図り

ながら、市民の皆様が希望に満ちた由布市づくりに向けて、市民生活優先の施策を力強く進めて

まいりたいと考えております。 

 次に、議案第３５号、令和４年度由布市国民健康保険特別会計予算については、予算総額を

４０億７,３４８万２,０００円とするもので、前年度当初と比較しまして、２億８,６３２万

８,０００円の増額で、率にして７.６％の増となっております。 

 主な要因といたしましては、歳入では、保険税、県支出金及び繰入金の増額、歳出では、保険

給付費及び国保事業費納付金の増額が主なものでございます。 

 次に、議案第３６号、令和４年度由布市介護保険特別会計予算につきましては、予算総額を

４３億１,７７７万９,０００円で、前年度当初と比較しまして、１億９,４５４万２,０００円の

増額となっております。主に保険給付費の増額によるものでございます。 

 次に、議案第３７号、令和４年度由布市後期高齢者医療特別会計予算については、予算総額を

５億３３９万９,０００円で、前年度当初と比較しまして、３,３８５万６,０００円の増額で、

率にして７.２％の増となっております。 

 要因といたしましては、歳入では、後期高齢者医療保険料及び繰入金の増額、歳出では、後期

高齢者医療広域連合納付金の増額が主なものでございます。 

 次に、議案第３８号、令和４年度由布市農業集落排水事業特別会計予算については、予算総額

を８,７３０万４,０００円で、前年度当初予算と比較しまして、２３万５,０００円の増額とな

っております。 

 主な増額理由といたしましては、歳出において修繕費を増額したことによるもので、それに伴

い、歳入においては基金繰入金を増額するものでございます。 

 次に、議案第３９号、令和４年度由布市水道事業会計予算につきましては、業務の予定量とし

て給水戸数１万２,６２１戸、年間総給水量３７３万９,３３６立方メートル、１日平均給水量

１万２４５立方メートルといたしております。 
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 主な建設改良事業として、配水管等新設・改良工事で、２億５,６９９万８,０００円、施設の

新設・更新工事、１億６,４０５万９,０００円としております。 

 収益的予算では、収益的収入を８億８,４０７万９,０００円、収益的支出を８億１,２２６万

７,０００円とするものでございます。 

 資本的予算では、資本的収入を４億１,１８８万３,０００円、資本的支出を７億３,７１７万

１,０００円とし、収入額が支出額に対し不足する額、３億２,５２８万８,０００円は、過年度

分損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

 以上で、私からの説明を終わります。詳細につきましては、担当課長より説明いたしますので、

何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同いただきますようお願いをいたします。 

○議長（長谷川建策君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、ただいま上程されました報告、承認及び議案について、詳細説明を求めます。 

 まず、報告第５号から報告第７号まで続けて報告を求めます。 

 大塚代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君）  代表監査委員の大塚です。 

 それでは、報告第５号について御報告申し上げます。 

 報告第５号、例月出納検査の結果に関する報告について。 

 地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のと

おり提出する。 

 令和４年２月２４日提出、由布市代表監査委員、大塚裕生。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和３年９月分、１０月分、１１月分及び

１２月分の例月出納検査をそれぞれ１１月２５日、１２月２４日及び１月２５日に実施いたしま

した。 

 検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末日現在の現金の在高と出納状況です。

現金の在高、出納関係諸帳票の計数の正確性の検証と現金の出納事務が適正に行われているかを

検査いたしました。 

 検査の結果、資料の計数は諸帳票の計数と一致しており、適正に処理されていると認められま

した。 

 続きまして、報告第６号について御報告いたします。 

 報告第６号、定期監査の結果に関する報告について。 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出

する。 

 令和４年２月２４日提出、由布市代表監査委員、大塚裕生。 
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 地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和３年度の由布市の財政に関する事務及び執行

状況及び経営に係る事業の執行について、令和４年１月１３日から２４日まで監査を実施いたし

ました。 

 本監査については、各課から提出された資料により、所属長及び担当者からの聞き取りや質疑

応答を行うとともに、帳票の照合や証拠書類の確認をいたしました。 

 監査の結果、今回の監査の対象となる事務及び事業は、おおむね適正に管理されていると認め

られました。 

 ただし、以下の５点の項目につきまして、改善・検討を求めています。概要を申し上げますと、

まず１点目が自主財源のさらなる確保に関すること、第２点目が資産の有効活用に関すること、

３点目が水道事業の経営改善に関すること、４点目が宅地開発の増加に伴う懸念に関すること、

５点目が補助事業の十分な精査に関することでございます。 

 監査の意見といたしましては、一昨年からの新型コロナウイルスの感染症の影響を大きく受け

る中で、引き続き自主財源の確保対策や歳出の節減、予算の有効活用に取り組んでいただきたい

こと、そして、豪雨災害やコロナ対策の突発的な事案に対する職員に過度の負担がかかる傾向が

見受けられることから、適切な労務管理などの配慮をお願い申し上げたところでございます。 

 続きまして、報告第７号について御報告いたします。 

 報告第７号、随時監査の結果に関する報告について。 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により、随時監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出

する。 

 令和４年２月２４日提出、由布市代表監査委員、大塚裕生。 

 地方自治法第１９９条第５項の規定により、由布市の公共施設の管理運営状況について、令和

４年１月２７日に監査を実施いたしました。 

 今回の監査では、主に遊休施設の現地確認を行い、施設の今後の利活用の方針や問題点、課題

解決に向けた進捗状況などについて聞き取りを行いました。 

 その結果、前回監査を実施した平成２８年以降、由布市公共施設個別管理計画が制定されると

ともに、財産管理検討委員会において未利用財産の利活用に係る今後の方針が協議、決定され、

手続が進められているなど一定の前進が認められました。 

 しかしながら、予算の都合やコロナ禍の影響により長期間閉鎖されたままで、維持管理費のみ

が発生し、老朽化が進む施設なども見受けられたことから、所属課に対し今後の活用や処分に取

り組むとともに、施設の安全な管理をお願いいたしました。 

 最後になりますが、令和２年７月の豪雨災害からの復旧・復興業務、また、日々状況が変化す

る新型コロナウイルスの感染症対策など、対応に当たられる職員や関係者の方々への御尽力に深
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く敬意を表するとともに、市民生活が早く元どおりになるよう、全庁一体となって引き続き対応

に当たっていただきたいと思います。 

 財政が逼迫する状況は今後も続くと思われます。関係部署で連携を取りながら、計画的かつ効

率的な市政運営を行い、住民サービス向上につながるよう期待しております。 

 また、次世代に大きな負担を残さないよう、公共施設の最適化を図り、安心・安全な公共施設

の整備や維持管理に取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（長谷川建策君）  監査委員からの報告が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１１時１５分です。 

午前11時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時14分再開 

○議長（長谷川建策君）  再開します。 

 次に、報告第１号から報告第４号まで、続けて詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（佐藤 正秋君）  総務課長です。 

 それでは、詳細説明を申し上げます。 

 報告第１号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページをお開きください。 

 専決処分書となっております。令和３年１２月１６日、専決処分を行っております。次ページ

には、和解内容及び損害賠償の額を記載しております。 

 事故概要といたしましては、令和３年１１月７日午後５時３０分頃、由布市挾間町高崎

８５７番地２先の市道高崎高速側道線において、甲の管理する市道側溝に設置していた側溝蓋が

外れており、乙の所有する自動車が通行する際に当該側溝にタイヤが落ち込み、乙の車両に損害

を与えたものでございます。 

 和解条件といたしましては、甲は乙に対し、過失割合５０％に当たる本件事故に係る損害賠償

金の支払い義務があることを認め、損害賠償額４万５,７５２円を支払うものでございます。 

 次ページには、現場や車両の損害状況を示す写真等を掲載しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 次に、報告第２号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同
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条第２項の規定により報告する。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページをお開きください。 

 専決処分書でございます。令和３年１２月２０日、専決処分を行っております。次ページには、

和解内容及び損害賠償額の額を記載しているとこでございます。 

 事故概要といたしましては、令和３年１０月８日午前１０時頃、由布市湯布院町中川７１４番

地１先の市道下湯平中川線において、乙の所有する自動車が走行中に対向車を避けようとした際、

市道脇の段差にタイヤが落ち込み、乙の車両に損害を与えたものでございます。 

 和解条件としては、甲は乙に対して、過失割合３０％分に当たる本件事故に係る損害賠償金の

支払い義務があることを認め、損害賠償額５,１４８円を支払うものでございます。 

 次ページには、現場や車両の写真を掲載しております。 

 次に、報告第３号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページをお開きください。 

 専決処分書でございます。令和４年２月７日、専決処分を行っているとこでございます。次

ページには、和解内容、損害賠償の額を記載しております。 

 事故概要といたしましては、令和４年１月１７日午後８時４０分頃、由布市庄内町大龍

１２５５番地４先の市道内川野畑線及び市道西鶴山鶴線の交差地点において、甲が管理する市道

横断側溝に設置していた側溝蓋が落ち込んでおり、乙の所有する自動車が通行する際に当該横断

側溝にタイヤが落ち込み、乙の車両に損害を与えたものでございます。 

 和解条件としては、甲は乙に対して、過失割合５０％分に当たる本件事故に係る損害賠償金の

支払い義務があることを認め、損害賠償額１万８,１５０円を支払うものでございます。 

 次ページには、現場や車両の写真を掲載しているとこでございます。 

 次に、報告第４号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページをお開きください。 

 専決処分書となっております。令和４年１月２７日、専決処分を行っているとこでございます。

次ページには、和解内容及び損害賠償の額を記載しております。 

 事故概要といたしましては、令和３年１１月６日午後６時頃、由布市湯布院町川北８９９番

１２１地先において、また、同月７日午前１１時頃、由布市湯布院町川北１３６０番６地先にお

いて、甲の管理する同じ路線内の法定外公共物の道路上──里道でございますが──丙の所有す
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るマンホールが設置されていたところ、路面とマンホールの間に段差が生じていたため、乙の車

両が走行中に当該マンホールと車両前方のスポイラーが接触し、乙の車両に損害を与えたもので

ございます。 

 和解条件といたしまして、甲及び丙は、乙に対して、それぞれ過失割合３分の１に当たる本件

事故に係る損害賠償金の支払い義務があるということを認め、損害賠償額２万２,３００円を支

払うものでございます。 

 次のページには、同じく事故現場、道路、マンホール等の写真を掲載しているとこでございま

す。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川建策君）  次に、報告第８号について、詳細説明を求めます。消防長。 

○消防長（佐藤 尚也君）  消防長です。報告第８号について詳細説明いたします。 

 報告第８号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページをお開きください。 

 専決処分書でございます。令和４年２月７日付で専決処分を行っております。次ページには、

和解内容及び損害賠償の額を記載しております。 

 事故の概要ですが、令和４年１月２１日午後６時３０分頃、由布市湯布院町川上３０６６番地

１、由布市消防署湯布院出張所敷地内駐車場において、甲の連絡車を帰所後通常停車位置に後退

させていた際に、右側後方に駐車していた乙の車両の確認を怠り、連絡車右後方部が乙の車両後

部に接触し、損害を与えたものでございます。 

 和解条件といたしましては、甲は乙に対し、過失割合１００％分に当たる本件交通事故に係る

一切の損害賠償金の支払い義務があることを認め、損害賠償の額を１４万８,３７９円と定めた

ものでございます。 

 巻末に事故の損害状況の写真を掲載しております。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（長谷川建策君）  次に、承認第１号について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長兼契約検査室長（庄  忠義君）  財政課長です。承認第１号について、詳細説明をい

たします。 

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和３年度由布市一般会計補正予算（第９号）に

ついて、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求
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める。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 裏面の専決処分書を御覧ください。 

 令和３年１２月１５日付で専決処分を行っております。 

 次に、一般会計補正予算をお願いをいたします。 

 令和３年度由布市一般会計補正予算（第９号）。令和３年度由布市の一般会計補正予算（第

９号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９,４０９万３,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３４億４,７３９万９,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和３年１２月１５日専決、由布市長。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正です。２ページにかけまして、歳入歳出の款項ごとに補正額を記載を

いたしております。 

 ３ページからは、補正予算事項別明細書となっております。 

 ８ページをお願いをいたします。 

 歳出でございますが、３款２項１目児童福祉総務費の区分１、新型コロナウイルス緊急対策事

業（子育て臨時特別支援給付金）は、補正予算（第８号）で児童手当における所得限度額未満の

方で１８歳までの子どもがいる世帯へ給付金を支給をする経済的支援策として、先行して児童

１人につき５万円の現金給付に係る経費を計上いたしておりましたけれども、全額現金給付とす

る方針に変更したことから、児童１人につき１０万円の現金給付に係る組替え及びそれに伴う事

務費を計上しており、財源は全額国庫補助金を充当いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第１号から議案第１１号まで、続けて詳細説明を求めます。

農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（秦 正次郎君）  農業委員会事務局長でございます。 

 議案の詳細説明をいたします。 

 議案第１号から議案第１１号については、農業委員会の委員の任命について、農業委員の任期

が令和４年３月３１日をもって満了となり、議会の任命及び再任命の同意を求めるものです。 

 議案第１号から議案第１１号までは関連同意なので、議案第１号を上程後に、議案第２号から

住所氏名での議案上程とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 議案第１号、農業委員会の委員の任命について。下記の者を農業委員会の委員に任命したいの
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で、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 住所、大分県由布市湯布院町塚原 

 氏名、縣次男（満７４歳） 

 令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 提案理由といたしまして、農業委員会委員の任期が令和４年３月３１日で満了となり、農業委

員会に再び任命したいことによります。 

 続きまして、議案第２号、由布市湯布院町下湯平、秋吉一郎、新規でございます。 

 議案第３号、由布市庄内町西、麻生秀昭、再任でございます。 

 議案第４号、由布市湯布院町川西、江藤国子、再任でございます。 

 議案第５号、由布市挾間町下市、大津雄司、新規でございます。 

 議案第６号、由布市挾間町内成、大野重利、再任でございます。 

 議案第７号、由布市庄内町北大津留、坂本成一、再任でございます。 

 議案第８号、由布市挾間町筒口、佐藤一富、再任でございます。 

 議案第９号、由布市庄内町阿蘇野、二宮寿徳、新規でございます。 

 議案第１０号、由布市庄内町柿原、橋本早人、新規でございます。 

 議案第１１号、由布市湯布院町川北、髙田英、再任でございます。 

 裏面に各自の履歴書を載せてます。御一読いただきたいと思います。 

 以上で、議案第１号から１１号の詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第１２号について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長兼契約検査室長（庄  忠義君）  財政課長です。議案第１２号について、詳細説明を

いたします。 

 議案第１２号、旧慣による公有財産の使用権の廃止について。 

 旧慣による公有財産の使用権及びその他一切の旧来の慣行の廃止について、地方自治法第

２３８条の６第１項の規定により、議会の議決を求める。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 公有財産の所在は、由布市湯布院町下湯平字アラコ９５３番の一部。地目は、山林。面積は、

４万９,７３５平方メートルのうち、１,１７８.３３平方メートルでございます。 

 本議案は、令和２年７月豪雨により被災をした花合野川について、大分県が砂防災害復旧関連

工事を実施するに当たり、隣接する入会権が設定をされている市有地を河川用地とすることから、

河川管理者であります大分県に市有地を売却するため、入会権の一部廃止に関し議会の議決を求

めるものでございます。 

 裏面以降には、位置図、用地実測図、そして入会権者であります畑縁故組合の同意書の写しを

添付をいたしております。 
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 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第１４号について、詳細説明を求めます。学校教育課長。 

○学校教育課長（須藤 礼子君）  学校教育課長です。議案第１４号について、詳細説明をいたし

ます。 

 由布市子どものいじめの防止に関する条例の制定についてですが、いじめ防止対策推進法第

３０条の規定に「地方公共団体が設置する学校は、重大事態が発生した場合、教育委員会を通じ

て、当該地方公共団体の長に報告しなければならない」、同第２項に「報告を受けた地方公共団

体の長は、重大事態への対処または重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要があると認

めたときは、附属の機関を設けて調査を行う等の方法により、教育機関の附属機関による調査の

結果について調査を行うことができる」とされています。 

 このたび、この規定に基づき市長の附属機関として、由布市いじめ問題調査委員会を設置する

に当たり、条例として制定するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第１５号から議案第２２号まで、続けて詳細説明を求めます。

総務課長。 

○総務課長（佐藤 正秋君）  総務課長です。 

 それでは、詳細説明をさせていただきます。 

 議案第１５号、由布市行政組織条例の一部改正について。 

 由布市行政組織条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年２月２４日提出、

由布市長。 

 本条例の一部改正においては、近年、激甚化、頻発化する自然災害に対して体制の強化を図る

ため、防災安全課を新たに防災危機管理課として、防災危機管理に特化した組織として再編を行

うこと。また、持続可能な行財政運営を行う上で、自主財源の確保に向けた具体的実行計画であ

る由布市財源確保実行計画を令和４年度より具現化するため、ふるさと納税の推進や実行計画の

進捗管理等を行う新たな部署として財源改革推進課を新設し、自主財源の確保の強化を図るため

組織再編を行うものでございます。 

 新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 

 第１条では、変更並びに新設する課名を記載しております。 

 第２条では、組織再編に伴う課の分掌事務について見直しを行っているところでございます。

御一読をいただきたいと思います。 

 次に、議案第１６号、由布市個人情報保護条例の一部改正について。 

 由布市個人情報保護条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年２月２４日提
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出、由布市長。 

 本条例の一部改正においては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

の施行により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止をされたことに伴い、条

例を改正するものでございます。 

 次ページの新旧対照表には、引用する法律名等の改正を行っております。御参照いただきたい

と思います。 

 次に、議案第１７号、由布市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。 

 由布市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年

２月２４日提出、由布市長。 

 本条例の一部改正においては、固定資産評価審査委員会の内部手続において、第７条から第

１０条において、押印の義務づけを廃止するものでございます。 

 次に、議案第１８号、由布市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について。 

 由布市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年

２月２４日提出、由布市長。 

 本条例の一部改正においては、市の財政状況を鑑み、市長等の給料を減額するものでございま

す。 

 次ページの新旧対照表を御覧ください。 

 期間として、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間、三役の給与を３％減額

するものでございます。 

 続きまして、議案第１９号、由布市職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 由布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年２月

２４日提出、由布市長。 

 本条例の一部改正については、人事院勧告に準じ、期末手当に関する給与改定を行うため、条

例の改正を行うものでございます。 

 また、附則において、令和３年１２月に支給された期末手当の一部を、６月支給する期末手当

より調整額として減額をするものでございます。 

 次ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第６条では、規則の定義を改めたことによるものでございます。 

 第１３条では、自動車等の使用距離等の区分に応じ、２万９,５００円を超えない範囲内で規

則で定める額とすると改めたものでございます。 

 第２１条では、人事院勧告に準じ、期末手当に関する支給率の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第２０号、由布市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について。 
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 由布市の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和

４年２月２４日提出、由布市長。 

 本条例の一部改正については、議案第１８号と同様の理由により、職員につきましても本年

４月から翌年３月までの１年間、給与月額にいたしまして７級在職者は２％、６級以下、在職者

は１％の減額措置を行うものでございます。 

 次に、議案第２１号、由布市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。 

 由布市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和

４年２月２４日提出、由布市長。 

 本条例の一部改正については、近年、頻発する災害等の作業に従事することにより、災害応急

手当等の特殊勤務手当を大分県並びに他の自治体に準じて見直すことによるものでございます。 

 新旧対照表を御覧ください。 

 第２条に、次の４号を加えるものでございます。 

 動物等の死体の処理作業手当、動物等の捕獲作業手当、行旅病人の保護業務手当、災害応急業

務手当、以上の４号を加えて見直しを行うものでございます。 

 次に、議案第２２号、由布市使用料及び手数料条例の一部改正について。 

 由布市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年２月

２４日提出、由布市長。 

 本条例の改正については、地方自治法第２６０条の２の規定に基づく認可を受けた地縁による

団体に係る証明書の証明手数料及び地番図の写し等の交付手数料を定めるため、条例の改正を行

うものでございます。 

 ２枚めくっていただき、新旧対照表を御覧ください。 

 今回、新たに地縁団体に関する証明手数料及び税務課での地番図データ等の手数料を定めるも

のでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２３号について、詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（佐藤 幸洋君）  保険課長でございます。議案第２３号について、詳細説明をいたし

ます。 

 議案第２３号、由布市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 由布市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年２月２４日

提出、由布市長。 

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備等に関する政令が公布され、国民健康保険税の被保険者均等割額において、令
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和４年４月１日から６歳以下の未就学児についてはその額を半額に軽減するとされたことから、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、裏面１ページをお願いいたします。 

 改正文冒頭の第４条の見出し中から１１行目の第２２条第３号までの改正につきましては、規

定の整備であります。 

 次に、中段１２行目から２ページの１行目まで、第２２条に追加する第２項につきまして説明

いたします。 

 保険税の被保険者均等割額及び世帯平等割の減額につきましては第２２条に規定しております

が、法規定の新設に合わせまして第２項を設け、未就学児の被保険者均等割額の減額をする額を

定めるものであります。 

 第１号は医療分の基礎課税額の均等割額、第２号は後期高齢者支援金等課税額の均等割額の減

額の規定でございます。 

 １号、２号のアからエまでは、世帯の軽減区分に応じて未就学児の均等割額を軽減する額であ

ります。アは７割軽減世帯、イは５割軽減世帯、ウは２割軽減世帯、エは軽減なしの世帯の軽減

する額であります。 

 続きまして、２ページ２行目、第２３条から文末附則第２０項までの改正につきましては、法

令、政令の改正により、所要の規定を整備するものでございます。 

 附則といたしまして、施行期日は令和４年４月１日、適用は令和４年度分以後の国民健康保険

税についてであります。 

 ３ページ以降につきましては、新旧対照表でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２４号について、詳細説明を求めます。子育て支援課長。 

○子育て支援課長（小野嘉代子君）  子育て支援課長です。 

 議案第２４号、由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について。 

 由布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を別記のように定める。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページの新旧対照表を御覧ください。 

 現行は、職員の経過措置として施行日から令和５年３月３１日までの間となっておりますが、

待機児童解消のための放課後児童クラブを湯布院地域及び挾間地域に新規開設することにより、

支援員さんに対する研修が２年間勤務された方でなければ受講することができないため、みなし

支援員の適用期間を施行日から令和７年３月３１日までの間に延期するものです。 
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 以上で詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２５号について、詳細説明を求めます。都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（一法師良市君）  都市景観推進課長です。議案第２５号について、詳細説明

を行います。 

 議案第２５号、由布市都市公園条例の一部改正について。 

 由布市都市公園条例の一部を改正する条例を別記のように定める。令和４年２月２４日提出、

由布市長。 

 ページをお開きになり、新旧対照表をお願いいたします。 

 この改正につきましては、条例の別表第１の２６公園に対して、都市計画法に定める開発行為

により寄附された由布市挾間鶴田公園以降の８公園について、本改正により追加を行うものでご

ざいます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２６号について、詳細説明を求めます。消防長。 

○消防長（佐藤 尚也君）  消防長です。議案第２６号について、詳細説明をいたします。 

 議案第２６号、由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について。 

 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を別記のよう

に定める。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 次ページをお開きください。 

 今回の条例改正は、基本消防団員の報酬及び費用弁償を改正するものでございます。 

 第１３条、報酬につきましては、第１項第１号中「１２万４,０００円」を「１２万５,０００円」

に、同項第２号中「８万８,０００円」を「９万円」に、同項第５号中「３万円」を「３万

３,０００円」に、同項第６号中「２万３,０００円」を「２万６,０００円」に、同項第７号中

「２万円」を「２万３,０００円」に、それぞれ改めるものでございます。 

 第１４条、費用弁償につきましては、第１項第３号中「１,５００円」を「２,０００円」に改

めるものでございます。 

 次のページに新旧対照表を添付しておりますので御参照ください。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２７号について、詳細説明を求めます。湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（後藤 睦文君）  湯布院振興局長でございます。議案第２７号

の詳細説明をいたします。 

 議案第２７号、由布市狭霧台園地の指定管理者の指定について。 

 由布市狭霧台園地の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に
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より、議会の議決を求める。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 １、施設名及び所在地、由布市狭霧台園地、由布市湯布院町川上１９４６番地１４ 

 ２、指定管理者、由布岳南山麓景観保全機構、代表、真崎寛彦、由布市湯布院町川南１８０番

地４ 

 ３、指定管理期間、令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 ４、指定条件、①施設の管理は、指定管理協定書に基づいて行う。②指定管理者が法令及び指

定管理協定書に違反したときは、指定の取消しまたは停止を行う。 

 内容を御説明いたします。 

 由布市狭霧台園地の指定管理者の指定については、施設の指定管理期間が令和４年３月末日を

もって終了することに伴い、由布市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条

第１項第２号により、公募によらない候補者を指定管理者として選定できることになっておりま

す。 

 由布市指定管理者選定委員会において、引き続き由布岳南山麓景観保全機構が施設の有効利用

と安定的な管理・運営ができると判断し、適任であるとして選定されたことにより、令和４年

４月から４年間、指定管理者としての指定をお願いするものでございます。 

 添付資料としまして、資料１、由布市公の施設の指定管理者の選定に係る報告書、資料２、指

定管理運営業務仕様書、指定申請書、協定書案を添付しております。 

 以上で、議案第２７号、由布市狭霧台園地の指定管理者の指定についての詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２８号について、詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長兼契約検査室長（庄  忠義君）  財政課長です。議案第２８号について、詳細説明を

いたします。 

 議案第２８号、令和３年度由布市一般会計補正予算（第１０号）。 

 令和３年度由布市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,９１６万７,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３６億４,６５６万６,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、繰越明許費の追加及び変更は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、債務負担行為の変更は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正による。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 １ページをお開きください。 
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 第１表歳入歳出予算補正です。４ページにかけまして、歳入歳出の款項ごとに補正額を記載を

いたしております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正です。６ページにかけまして、２３件の追加と２件の変更をお願いをい

たしております。追加にあります、新型コロナウイルス緊急対策事業につきましては、大部分が

国、県の補正予算成立に伴う事業であります。令和４年度までの２か年にわたっての事業実施期

間となるためでございます。 

 １１款災害復旧費につきましては、工事件数が多大であり、工期の確保、また、関係機関等と

の協議・調整に、不測の日数を要したことなどによるものでございます。 

 なお、個別事業の繰越理由につきましては、お配りしております令和３年度３月補正予算の概

要の巻末に記載をしておりますので、御参照いただければと思います。 

 ７ページにつきましては、第３表債務負担行為補正です。１件の変更をお願いをしております。 

 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給は、大分県が創設した特別資金の特別融

資の期間が令和４年３月３１日までに延長され、それに伴い利子補給申請期限が令和８年１月末

日までとなることから、債務負担行為の期間を令和７年度までに変更するものでございます。 

 ８ページは、第４表地方債補正です。臨時財政対策債や道路整備事業など、７件の変更をお願

いをしております。変更につきましては、事業費の増減などに伴うものでございます。 

 次に、９ページからは補正予算事項別明細書となっております。 

 １２ページをお願いをいたします。歳入でございますが、まず、１款７項１目の入湯税につき

ましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響による入湯客の減少等を踏まえ、１,３７０万円

ほど減額をしております。４款配当割交付金から９款環境性能割交付金につきましては、県から

示された今年度の交付見込額により補正計上しております。 

 １４ページをお願いいたします。１２款地方交付税の普通交付税は、昨年１２月に追加交付が

ありましたことから増額をいたしております。なお、この交付分のうち約１億４,８００万円は、

臨時財政対策債の償還等に対応した交付分であることから、今回、２３款市債でこの分に係る臨

時財政対策債の借入れを減額をしております。 

 １５款１項５目の節区分３、保健体育施設使用料は、新型コロナウイルス感染症の影響による

利用者の減少等に伴い、湯布院スポーツセンターなどの使用料を減額しております。 

 １６ページをお願いいたします。１６款２項１目の節区分２、総務費補助金の新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金は、昨年１２月に配分の内示がございました地方単独事業分

の一部となる２,０００万円を、既決予算及び本補正予算に計上した事業に充当をしております。 

 １８ページをお願いいたします。１７款２項１目の節区分１、総務費補助金の地域活力づくり
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総合補助金は、被災をした湯平温泉金の湯の浄化槽等改修事業費の増に伴い、補助金の増額をし

ております。 

 ２０ページをお願いいたします。１８款２項１目の節区分１、土地建物売払い収入は、用途廃

止した里道や県道改良に伴う用地など、普通財産の売払いで５４１万円、また、花合野川災害復

旧工事に伴い、旧湯平小学校用地の一部の大分県への売払いで２５７万３,０００円となってお

ります。 

 ２０款１項１目の節区分２、基金繰入金の財政調整基金は、本補正の収支の均衡を図るため、

財政調整基金からの繰入れを現計予算全額減額をしております。 

 ２２ページをお願いいたします。２２款５項２目の節区分１、雑入の社会教育課は、花合野川

災害復旧工事に伴い、大分県からの旧湯平小学校のプール解体等の補償金の追加分１,６８２万

１,０００円が主なもので、社会教育施設整備事業などに充当しております。 

 その他特定財源につきましては、歳出の項目で説明をさせていただきます。 

 ２４ページから、歳出でございます。まず、各科目において減額補正がございますが、事業費

の確定や入札等による執行残、また新型コロナウイルス感染拡大の影響による不用額を減額とし

ております。 

 増額補正を中心に、主な事業を御説明いたします。 

 ４１ページをお願いいたします。２款３項１目の区分２、戸籍住民基本台帳電算システム整備

事業は、転入転出手続のワンストップ化に係る住基情報システム改修委託料の増額が主なもので、

特定財源として国庫補助金を充当しております。 

 ４５ページをお願いいたします。下段の３款１項１目の区分１、新型コロナウイルス緊急対策

事業（社会福祉）は、令和３年度補正予算（第８号）で計上いたしました住民税非課税世帯等へ

の給付事業について、対象世帯数の増加を見込み、給付金及び事務費を追加計上しており、全額

国庫補助金を充当しております。 

 ４９ページをお願いいたします。３款１項３目の区分１、自立支援事業の障害福祉サービス費

負担金は、サービス利用者の増加に伴う増額で、特定財源として国２分の１、県４分の１の補助

金を充当しております。 

 ５３ページをお願いいたします。３款２項１目の区分５、新型コロナウイルス緊急対策事業

（子育て世帯臨時特別給付離婚世帯分）は、離婚等の理由により新たな養育者となった方へ、子

ども１人につき１０万円を支給する子育て世帯臨時特別給付金で、全額国庫補助金を充当してお

ります。 

 ３款２項２目の区分２、保育所活動推進事業の１８節、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特

例事業費補助金５５０万９,０００円は、保育士等の処遇改善のため令和４年２月から収入を
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３％程度引き上げるための措置に伴う補助金で、特定財源として全額国庫財源を伴う県補助金を

充当しております。 

 区分３、児童健全育成事業の１８節、放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金２２０万円は、

保育士等の処遇改善と同様の措置に伴う補助金で、特定財源として全額国庫財源を伴う県補助金

を充当しております。 

 ６７ページをお願いいたします。６款１項３目の区分３、集落営農促進事業の担い手確保・経

営強化支援事業費補助金は、農業経営の発展を図る集落営農法人に対し農業機械の導入を支援を

するもので、補助割合は国庫財源を伴う県補助金２分の１、法人が２分の１となっております。 

 ６９ページをお願いいたします。区分５、農地中間管理事業は、機構集積協力金及び農地集

積・集約化促進交付金で、全額県補助金を充当しております。 

 ７１ページをお願いいたします。６款１項５目の区分２、県営基盤整備事業の県営経営体育成

基盤整備事業負担金１,４００万円と、水田畑地化推進基盤整備事業負担金２１０万円は、国の

補正予算に係る事業費の増額に伴い負担金を増額をするものです。 

 ６款２項１目の区分２、鳥獣被害総合対策事業の有害鳥獣捕獲事業補助金は、実績及び見込み

に基づき増額をするもので、県支出金も増額をいたしております。 

 １０５ページをお願いいたします。１３款２項１目の区分１、基金積立事業の財政調整基金積

立金は、本補正の収支の均衡を図るため、歳入での財政調整基金繰入金の現計予算全額の減額と

合わせて基金に積み立てるものでございます。 

 なお、参考値でございますが、令和３年度末の財政調整基金残高は、２９億４,０００万円ほ

どの見込みとなっております。 

 その下、子ども及び高校生等医療費助成事業基金積立金は、全額特定防衛施設周辺整備等事業

費補助金を財源にして、基金に積み立てるものです。また、新型コロナ感染症緊急対策特別資金

特別融資利子補給基金積立金は、特別融資期間の延長に伴い、後年度負担の利子補給の原資とし

て基金に積み立てるもので、財源として地方創生臨時交付金９００万円を充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第２９号について、詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（佐藤 幸洋君）  保険課長でございます。議案第２９号について、詳細説明をいたし

ます。 

 議案第２９号、令和３年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。 

 令和３年度由布市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,９４４万５,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億８,０３７万３,０００円とする。 
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 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 今回の補正につきましては、国、県支出金の交付決定及び事業実績の見込みに伴う繰入金の調

整を行うものでございます。 

 事項別明細書等により説明させていただきます。 

 ６、７ページの歳入を御覧ください。５款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症による保

険税の減免措置に対する災害臨時特例補助金であります。２３９万１,０００円を追加するもの

であります。 

 ６款１項県負担金は、特定健康診査等に係る負担金の額の確定に伴いまして、１８４万

２,０００円を増額するものであります。 

 ６款２項１目保険給付費等交付金は、保険給付費の増額及び補助金の額の決定に伴いまして、

１億９,５３２万４,０００円を増額するものであります。区分１の普通交付金は、歳出の２款保

険給付費に充てられるもので、事業の増額に伴いまして２億６７万５,０００円を追加するもの

で、区分２、特別交付金は、交付金決定見込額により５３５万１,０００円を減額するものであ

ります。 

 続きまして、歳出の説明をいたします。 

 ８、９ページをお願いいたします。１款総務費は、不用額を減額するものであります。１項総

務管理費は特別旅費を、３項の運営協議会費は報酬を、それぞれ減額するもので、財源のその他

につきましては一般会計繰入金であります。 

 下段の２款１項１目一般被保険者療養給付費及び、次のページの上段２項１目一般被保険者高

額療養費は、給付実績及び今後の見込みによりまして増額するものであります。財源は、県補助

金の普通交付金であります。 

 １０ページの中段３款３項１目介護納付金は、財源の組替えでございます。一般財源を減額し、

国庫補助金の災害臨時特例補助金を充てるものです。 

 下段の４款１項１目特定健康診査等事業費及び、１２、１３ページの２項１目保健衛生普及費

は、事業実績等の見込みにより不用額を減額するものであります。 

 １２、１３ページ下段の５款１項１目基金積立金は、２０５万５,０００円を増額するもので

あります。 

 次に、１４、１５ページをお願いいたします。７款１項５目保険給付費等交付金償還金は、県

補助金の保険者努力支援制度交付金及び国の特別調整交付金の令和２年度分の額の確定に伴う精

算金であります。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
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○議長（長谷川建策君）  次に、議案第３０号について、説明を願います。高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（工藤 由美君）  高齢者支援課長です。議案第３０号について、詳細説明をい

たします。 

 議案第３０号、令和３年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

 令和３年度由布市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,９２５万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億２,９４５万５,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 内容を御説明いたします。 

 まず、歳入ですが、事項別明細書６、７ページをお願いいたします。１款保険料につきまして

は、直近の調定見込額等に基づき４,３９９万円を増額するものです。 

 ３款１項１目介護給付費負担金、３款２項１目調整交付金、４款１項１目介護給付費交付金、

８、９ページの５款県支出金の１項１目介護給付費負担金、７款１項１目介護給付費繰入金につ

きましては、介護保険サービス給付費の必要見込額の増額に伴い、予算の増額をお願いするもの

です。 

 ６、７ページにお戻りいただきまして、３款２項４目保険者機能強化推進交付金、同５目保険

者努力支援交付金につきましては、額の決定に伴いまして増額分として計上しております。 

 ８、９ページお願いいたします。７款２項１目介護給付費準備基金繰入金につきましては、地

域支援事業費等の減額等に伴い、減額をお願いするものです。 

 次に、歳出になります。１０、１１ページをお願いいたします。１款総務費は、不用額を減額

するものです。１項の総務管理費は、研修会がオンライン開催になったことによる旅費の減額、

３項の介護認定調査会費は、認定期間の延長申請等により主治医意見書の作成料を減額するもの

です。 

 下段２款１項１目介護サービス等諸費から、１４、１５ページ上段２款４項１目高額介護サー

ビス等費につきましては、各サービスの必要見込額の増加に伴い、予算増額をお願いするもので

す。 

 １４、１５ページをお願いいたします。下段２款６項１目市町村特別給付費につきましては、

必要見込額の減額に伴い、在宅高齢者のおむつ等購入補助金を減額するものです。 

 １６、１７ページをお願いします。中段２款７項１目特定入所者介護サービス等費につきまし

ては、施設入所サービスの必要見込額の減額に伴い、介護サービス負担金を減額するものです。 

 ３款１項１目介護給付費準備金積立金につきましては、地域支援事業費の必要見込額の減額等
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に伴い、基金に積立てをするものでございます。 

 １８、１９ページ、４款地域支援事業費ですが、上段１目、介護予防・生活支援サービス事業

費の短期集中Ｃ型サービス事業委託料５５４万９,０００円、並びに中段１目一般介護予防事業

費の健康応援団等事業謝金３０８万７,０００円、事業所提案型介護予防教室委託料２３８万円

につきましては、コロナ禍で対象者の減少による不用見込分の減額に伴う予算減額をお願いする

ものです。 

 同ページ下段４目任意事業費の報酬共済費につきましては、リハ職の会計年度任用職員の欠員

により、不用分を減額するものです。 

 この、４款地域支援事業費の減額に伴い、歳入６ページから９ページの国庫支出金、支払基金

交付金、県支出金等をそれぞれの負担割合により減額しております。 

 以上で、第３０号の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第３１号について、詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（佐藤 幸洋君）  保険課長でございます。議案第３１号について、詳細説明をいたし

ます。 

 議案第３１号、令和３年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）。 

 令和３年度由布市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４億６,７９８万５,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 事項別明細書により、説明させていただきます。 

 歳出の８、９ページをお願いいたします。３款１項１目保険料還付金及び２目還付加算金につ

きましては、保険料還付金の執行見込み等によりまして、不用額を減額するものであります。償

還金及び還付加算金の項の計で５４万円の減額であります。 

 財源のその他につきましては、前のページ、歳入の５款２項１目保険料還付金及び２目還付加

算金であります。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第３２号について、詳細説明を求めます。環境課長。 

○環境課長（大嶋 陽一君）  環境課長です。議案第３２号について、詳細説明をいたします。 

 議案第３２号、令和３年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）。 

 令和３年度由布市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 
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 第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 ６ページ、７ページを御覧ください。歳入でございます。１款１項１目農業集落排水負担金は、

事業所１件、一般家庭１件、合計２件の新規加入があったため、加入負担金を１４７万６,０００円

増額するものでございます。 

 ５款１項１目一般会計繰入金は、歳入と歳出を同額とするため１４７万６,０００円減額する

ものでございます。 

 以上で、議案第３２号の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  次に、議案第３３号について、詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（大久保 暁君）  水道課長です。議案第３３号について、詳細説明をいたします。 

 議案第３３号、令和３年度由布市水道事業会計補正予算（第４号）。 

 第１条、令和３年度由布市水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、令和３年度由布市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、

次のとおり補正する。 

 款の科目の補正予定額と計のみを読み上げさせていただきます。 

 収入、第１款水道事業収益、補正予定額マイナス２,３１０万２,０００円、計８億８,７９６万

９,０００円。支出、第２款水道事業費用、補正予定額マイナス９８２万５,０００円、計８億

３,６７６万２,０００円。 

 ２ページをお願いいたします。第３条、予算第４条本文括弧書中「不足する額３億９８３万

円」を「不足する額３億７６１万３,０００円」に、「過年度分損益勘定留保資金３億９８３万

円」を「過年度分損益勘定留保資金３億７６１万３,０００円」に改め、資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第３款資本的収入、補正予定額マイナス７,８４８万８,０００円、計２億３,５１１万

９,０００円。支出、第４款資本的支出、補正予定額マイナス８,０７０万５,０００円、計５億

４,２７３万２,０００円。 

 第４条、予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、

次のとおり追加する。 

 事項、薬品購入業務。期間、令和４年度中。限度額１,４３７万７,０００円。 

 第５条、予算第６条中、起債の目的、建設改良事業、限度額「２億１,９２０万円」を「１億

５,０８０万円」に、地方公営企業災害復旧事業、限度額「１,３６０万円」を「６２０万円」に

改める。 

 第６条、予算第１０条中、「２億２,５３６万８,０００円」を「２億２,５１９万９,０００円」
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に改め、同条第１号中「１億９,１１１万８,０００円」を「１億９,０９４万９,０００円」に改

める。令和４年２月２４日提出、由布市長。 

 詳細につきましては、補正予算説明書で御説明いたしますので、６ページをお開きください。 

 主な事項について、御説明をさせていただきます。 

 まず収益的収入でございます。１款１項１目１節水道料金の減額補正につきましては、実績に

よるものではございますが、減額の要因としては新型コロナウイルスの影響が考えられます。 

 次に、７ページをお願いいたします。収益的支出でございます。２款１項１目１５節委託料に

つきましては、入札に伴う減でございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。資本的収入でございます。３款１項１目企業債の減額補

正につきましては、工事進捗状況による水道事業債の減額でございます。 

 次に、資本的支出でございます。４款１項１目１５節委託料の減額につきましては、主な要因

として、県道別府挾間線改良工事の道路用地確保が本年度困難になったことから、県道別府挾間

線改良工事に伴う送配水管布設替え工事実施設計委託料の減によるものでございます。 

 ４款１項１目３０節請負工事費減額の補正につきましては、主な要因として、道路改良の進捗

による西谷桑鶴線改良工事に伴う、配水管更新工事の減額及び入札に伴う減によるものでござい

ます。 

 ９ページは、債務負担行為に関する調書です。１０ページは、地方債の調書です。それぞれ内

容を記載しておりますので、御一読をお願いをいたします。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川建策君）  以上で、議案第３３号までの詳細説明が終わりました。 

 なお、議案第３４号から議案第３９号までは、予算特別委員会にて詳細説明を受けます。 

 お諮りします。先ほど上程しました諮問第１号から諮問第２号並びに議案第１号から議案第

１１号までの人事案件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省略し、

直ちに全員による審議にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、直ちに全員による

審議とすることを決定しました。 

 まず、日程第１４、諮問第１号、人権擁護委員の推薦についてを議題として質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、諮問第１号を採決します。本案は原案に対し、適任と答申することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案に対し適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、日程第１５、諮問第２号、人権擁護委員の推薦についてを議題として質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、諮問第２号を採決します。本案は原案に対し、適任と答申することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案に対し適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、日程第１７、議案第１号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することを決定しまし

た。 

 次に、日程第１８、議案第２号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい
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たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第２号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第１９、議案第３号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第３号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２０、議案第４号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 
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〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２１、議案第５号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２２、議案第６号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２３、議案第７号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第７号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２４、議案第８号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第８号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２５、議案第９号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題とい

たします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第９号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２６、議案第１０号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題と
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します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第１０号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

 次に、日程第２７、議案第１１号、農業委員会の委員の任命について同意を求める件を議題と

します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  なしと認めます。質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長谷川建策君）  討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これより、議案第１１号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員17名中起立17名〕 

○議長（長谷川建策君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（長谷川建策君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、３月２日午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告追加分の提出締切りは明日の正午までとなっていますので、厳守をお願い

いたします。 

 本日はこれで散会します。大変御苦労でございました。 

午後０時30分散会 

────────────────────────────── 


